
（第5回定例会）

開催日 令和6年8月1日

笛吹市教育委員会

令和6年度
教育委員会



令和 6 年度８月定例教育委員会会議日程 
         

 

 

日 時 令和 6 年８月１日(木)午後 2 時 00 分開会 

場 所 笛吹市役所市民窓口館 302･303 会議室 

   

 

1 開会 

 

2 教育長あいさつ 

 
3 前回議事録の承認及び今回議事録署名委員の指名 

（８月議事録：飯田委員、三井委員） 

 

4 教育長の報告 

 

5 各課からの報告 

 

6 議事 

 ・報告第 5 号：市制施行 20 周年記念給食について 

 

７ その他 

 

８ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回定例教育委員会 令和 6 年９月１３日(金) 

午後 2 時～ 市民窓口館 302･303 会議室 



市制施行20周年記念給食について

教育総務課

報告第5号（８月）



市制施行 20周年記念給食 実施要領 

 

１ 目的 

 笛吹市の市制施行 20周年を児童生徒に身近に感じてもらい、共に祝福する

とともに笛吹市のイメージアップを目的とする。 

 

２ 概要 

 今年度は、平成 16年 10月 12日に笛吹市が誕生してから 20周年を迎えるた

め、市制施行 20周年記念式典が 10月 12日に開催される。 

式典当日は、土曜日のため学校は休校日となるので、前日の 10月 11日に笛

吹市立小中学校 19校に対して、市制施行 20周年記念給食を提供する。 

 

３ コンセプト 

 (1)子どもたちが喜び思い出に残る、美味しい給食 

    記念給食にふさわしい給食を、栄養士会と協同して提供する。 

 (2)子どもたちが郷土の良さを感じる、嬉しい給食 

    地場産物(市内産・県内産)を、積極的に使用した給食を提供する。 

 (3)子どもたちが製作過程に参加する、楽しい給食 

    メインの献立を、児童生徒の投票により決定した給食を提供する。 

 

４ 献立 

 (1)手巻き寿司、焼肉丼、タコライス(投票により１品に決定) 

山梨県産の甲州ワインビーフとお米を使用する。 

 (2)フッキーサラダ 

笛吹市産のこんにゃく、梅ジャムを使用する。 

 (3)お祝いすまし汁 

お祝いなるとを使用する。 

 (4)手作りゼリー 

笛吹市産のシャインマスカットを使用する。 

 (5)牛乳 

山梨県産の原乳を使用する。 

 

５ 喫食 

 対象の小中学校 19校において、市教育委員及び市幹部職員の 1名または 2

名が、児童生徒と一緒に喫食する。（別紙参照） 


